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調布市公共下水道台帳施設平面図

調布市環境部下水道課

令和8年1月
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注意：下水道台帳図は、現地の状況とは整合しない場合があります。
本図面を設計・工事等に利用される場合は、下水道課との協議及び、
下水道管の状況を現地で確認されるようお願いします。
・この地図は、東京都縮尺1/2,500地形図を使用（承認番号：7都市基交測第218号）

・この地図の著作権は、東京都及び株式会社ミッドマップ東京に帰属する。
　して作成したものである。無断複製を禁ずる。


